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大崎市立小中学校事務共同実施組織運営規程について

大崎市障害児就学指導審議会委員及び専門委員の委嘱について２）

１） 平成２６年度「大崎市の教育」の発行について
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大崎市社会社会教育委員の委嘱について

大崎市公民館運営審議会委員の委嘱について

大崎市文化財保護委員会の委嘱について

大崎市図書館協議会委員の委嘱について

大崎市立幼稚園保育料等減免措置に関する規則の一部を改正する規則につい
て

大崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示について



　　　　　　　　（「異議なし」の声あり）

　はじめに，平成２６年 第４回定例会会議録の承認を求めます。

　内容について, ご異議ありませんか。

　出席委員定足数に達しておりますので，平成２６年 第５回大崎市教育委員会定例会

は成立いたしました。

　これから会議を開きます。

　５月３日に鹿島台中央野球場においてプロ野球の「東北楽天ゴールデンイーグルス対

横浜DeNAベイスターズ」との２軍戦が開催されました。チケットの売れ行きもよく，１

８００名を超える入場者でにぎわいました。

残念ながら試合は３対１で敗れてしましましたが，６回のマウンドには２番手として岩

出山高校出身の今野龍太選手が登板し，ボールの勢いも良く，１イニングを０点に抑え

る好投で観客を魅了してくれました。今後の活躍がますます楽しみとなってきました。

試合後には，地元の尐年野球チームへの野球教室も開催されました。今野選手はじめプ

ロ野球選手から激励の言葉や賞賛の言葉を投なげかけられた子供たちにとっても，貴重

な一日となったことと思います。

  ご報告を申し上げます。
  はじめに小学校の運動会の実施状況について申し上げます。
  今月の１７日，１８日，２４日，市内２９の小学校において，それぞれに工夫を凝ら
した運動会が開催されております。風は強かったようですが，天候も良く，子供たちは
全力で運動会に臨んだことと思います。教育委員皆様の出席方について感謝申し上げま
す。
  この後も，今週の３１日には鬼首小学校で開催が予定されております。天候に恵まれ
ますことを願っております。

　次に，教育長報告に入ります。

　報告事項があれば，教育長から報告願います。

　ご異議ないものと認め，会議録を承認いたします。

　本日の会議録署名委員を指名いたします。

　高橋委員にお願いいたします。

教 育 長

　学校教育環境整備について申し上げます。

５月９日の庁議において，学校教育環境整備に係る保護者や地域住民との意見交換，説

明会などのスケジュール等をご報告いたしました。小学校教育施設再編の必要性につい

て，保護者や地域住民の方々の理解が得られるよう，教育支所や総合支所とも連携を図

りながら進めてまいります。

  また，新たな学校給食センターの整備についても，保護者の方々などのご理解をいた

だけるよう，小学校教育施設の再編と併せて進めてまいります。

開　　会
委 員 長

会議録署名委員の
指名

委 員 長

教育長報告
委 員 長



　５月１４日，１５日に大崎市議会臨時会が開催されました。概要につきましては，教

育部長から報告をさせます。

  寄付についてご報告をいたします。

５月１６日に岩出山の増井商店の増井ひろ子様から，「岩出山図書館のため」に本９０

冊と音楽ＣＤ１千枚の寄付をいただきました。ひろ子さまのお父様の　故　増井三夫様

からは，平成２０年度にも１万冊の本の寄贈をいただいております。岩出山図書館のス

ペースの関係もあり，音楽ＣＤについては，寄付者の意向に沿う形で新しい図書館に設

置し，市民の方々に利用していただくこととしています。

　ただいまの教委育長報告について，補足説明があれば，説明願いします。

　次に，各学校で行われております工事の進捗について，ご報告いたします。

  まず，東大崎小学校と志田小学校の校舎大規模改造工事についてですが，４月中旬に

契約締結が行われ，現在，工事着手に向けて仮設資材等の設置作業を行っております。

工事の完成は，１２月中旬を予定しています。

　真山体育施設の建設事業について申し上げます。

  平成２３年３月１１日に発生した，東日本大震災により，使用禁止状態となっていた

「真山体育館」の復旧について，地元「まやま自治会」との協議が整い，新しく建て替

えする計画で，今年度から２ヵ年計画により事業が行われることになりました。

事業概要として，被災した体育館は解体し，代替え施設として，屋内運動場を建設する

ものです。

  今年度は，既存体育館の解体設計，地質調査，屋外運動場の実施設計と，既存体育館

の解体工事を行い，平成２７年度は代替施設の建設工事に着手し，２７年度内の完成を

目指します。

  完成後は，スポーツの振興や，各種イベントを通した交流事業など，地域の活動拠点

施設として，多くの市民に親しまれ，広く活用されることを大いに期待しています。

　最後に，事故についてご報告をいたします。
５月１７日土曜日の９時４５分頃，市民会館大ホールにおいて天井音響反射板からの出
火事故が発生いたしました。当日は，古川高校吹奏楽部の生徒が舞台で練習中でありま
したが，直ちに消火作業が行われ，幸いなことに怪我人もなく大事には至りませんでし
た。出火の原因については，大崎広域消防において特定を急いでおりますが，客席照明
用ライトで使用していたＴ字型コンセント付近で出火であったため，現在，教育委員会
では，再発防止のため，同じ型のコンセントの使用実態を調査しています。
　もう１件は，古川南中学校の生徒３名による火遊びにより，５月１８日日曜日の午後
１時４０分頃，古川穂波８丁目の空き地の下草約２２０平方メートルを延焼させたもの
です。３名の生徒は，深く反省しているようですが，保護者を学校へお呼びし，指導を
行っております。

以上で報告を終わります。

委 員 長

　まずはじめに，去る５月１４，１５日に開催されました臨時議会についてでございま

す。この臨時議会は，市議会議員改選に伴う議会の構成等を主眼とするものでありまし

た。一日目の14日は正・副議長の選挙を始め，各常任委員会委員の選任や大崎広域の議

会，あるいは後期高齢者医療広域連合の議会等，外部の機関に議員として送り出すもの

の選任等多くの休憩をはさみながら断続的に行われ，午後４時過ぎに終了いたしまし

た。その結果につきましては新聞等でもご覧のとおり，市議会議長に佐藤清隆議員，副

議長に佐藤和好議員が選任されました。また，教育委員会を所管する総務常任委員会は

委員長に関武徳議員，副委員長に三本木の新人，佐藤仁一郎議員，委員には只野直悦，

富田文志，小沢和悦，大山巌，佐藤和好の各議員で全部で７人の皆さんにより構成され

ることとなりました。続いて二日目の１５日は，公用車の事故や道路の管理不備による

損害賠償等，軽微な事件，軽微な事案の専決処分の報告が８件あり，その後教育委員，

公平委員，監査委員の任命あるいは選任の議案が審議されました。その結果教育委員と

して青沼拓夫氏の任命について同意をいただいたところです。その後選挙管理委員の選

挙が行われ，また３月３１日付で専決処分を行った補正予算等の承認を求める議案１０

件が審議され，すべて原案どおり可決されております。以上が先の臨時議会の様子でご

ざいますが，明日２７日もう一度臨時議会が開催され，教育委員の人事案件が提案され

ることになっておりますことをあわせてご報告いたします。

菅 原 部 長



専決処分報告

委 員 長 　次に，専決処分報告に入ります。

　「大崎市立小中学校事務共同実施組織運営規程について」学校教育課長から報告願い

ます。

　教育長報告，部長の補足説明について，質疑・意見はありませんか。

　次に，教育長報告にありました５月１７日の市民会館の出火事故について申し上げま
す。まず皆様方にイメージを持ってもらうために天井の音響反射板というふうなことで
すが，出火した部分というのは，客席に座ってステージを見ると客席の一番前あたりに
天井に茶色の反射板があるんですが，その部分の一部から出火した事案であります。当
日，午前８時３０分から古川高校吹奏楽部の生徒，先生約９０人が翌日の定期演奏会の
ために楽器の搬入だったり，舞台のセッティングを行っており，会館職員は委託職員２
名を含む４名で勤務しておりました。９時３０分頃，搬入と舞台のセッティングが終了
し，各パート練習あるいは全体練習が始まったため委託職員の照明と音響担当２名がそ
れぞれ舞台そで両部にある左右の調光室，音響室でリハーサルに対応しておりました。

　質疑がないものと認め，教育長報告を承認いたします。

委 員 長

職員は事務室にもどり事務をとっておりましたが，９時４５分頃，舞台付近の吹奏楽部
員の生徒たちから天井部分から「火らしいものが見えて煙も出ている」という報告を受
けました。職員は直ちに舞台に行き客席上部の音響反射板を見上げるとその隙間から赤
い火らしきものが確認されたため，舞台東側ののぼり梯子で舞台の上部へ登って他の職
員に消火器を持ってくるように指示し，同時に事務室で執務をしていた館長及びその他
の職員で舞台にいる吹奏楽部の生徒たちをロビーだったり玄関アプローチまで避難する
ように指示をだし，避難誘導をしました。職員は，天井音響反射板に登り確認したとこ
ろ，反射板に取り付けてある客席照明ライトの配線ケーブルと接続器具T型プラグが２
０センチ程度の炎を上げて燃えていたということです。はいていた靴で火をたたいて消
そうとしたが，接続器具だけが高熱で燃えていたためなかなか消えず，急いで持ってき
た消火器で消し止めました。１０時３分に生徒たちをロビー，玄関アプローチへの避難
を確認したあと館長は事務室に戻り，電話で古川消防署へ通報しました。数分後消防車
両２台が到着し，消防署員立会いの下，出火場所の確認と鎮火を確認し古川警察署員も
加わり出火状況の聴取と現場検証等が行われました。予防措置として消防署員の指示に
よりまして，照明用の調光板の回路，関係する回路のブレーカーを切り，関係する照明
器具と焼損部分の配線，接続プラグを切り離しました。その部分を電気を通さない工作
をし，その燃えた機械は消防署に持ち帰り現在も発火原因を調査中とのことです。一番
怖かったのはリハーサル中でもあり，次の日もありますことから東北電気保安協会をす
ぐに呼んで電気設備の検査を依頼しましたところ回路の絶縁測定だったり，高圧受電室

の絶縁監視装置の点検を実施してもらいましたが，漏電ではなかったということで東北

電気保安協会とも相談してその部分を通さない形で施設の利用を再開できるということ

になりました。出火原因として漏電ではないので接続プラグや配線からの発熱が考えら

れますが先ほども申し上げましたがただ今調査中であります。５月２３日には専門業者

の松村電機を呼んで緊急調査を行って，今後の改修方法と改修費用等を検討する運びと

なっております。併せて市民会館職員での通報，避難誘導，情報伝達，客席上部の音響

反射板への消火器運搬方法等の検証も今後行っていきます。結果的に古川高校吹奏楽部

の定期演奏会は予定通り開催することができております。
　最後に教育長報告にもあった事故の２件目の古川南中学校２年男子生徒による火遊び
について申し上げます。当日は出火に気付いた地域住民が原っぱの消火を試みました
が，消すことができず，それで消防署に通報し，ようやく消火できたとのことです。事
故現場にはJRの職員，保護者もいたことから，子ども３人と保護者ともに古川警察署に
同行を求められ，事情聴取を受けた後自宅に帰されました。学校では，校長，学年主
任，学級担任の４名で古川警察署に出向き情報をもらうとともに現場を確認し，その後
学年主任と学級担任が家庭訪問をし，本人と保護者から直接事情を確認しました。翌１
９日月曜日学校で改めて当事者３名から事情を確認し，２１日水曜日保護者同席のもと
注意，指導をしております。その際の当事者３名それぞれからの地域の人や保護者そし
て学校に大変な迷惑をかけてしまったと反省の弁があったり，指導を受けている態度か
らは本当に反省している様子が伺えたと学校から報告を受けております。なお，他の児
童生徒にもこのようなことがないように校長会議にて各学校に注意喚起するよう指示し
ております。
　以上教育長報告の補足とします。



　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

生涯学習課長 　ご説明申し上げます。

　　　（資料に基づき説明）

　よろしくお願いします。

　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決定いたします。

委 員 長 　次に，日程第３　議案第１９号「大崎市文化財保護委員会委員の委嘱について」を議

題といたします。

　文化財課長説明願います。

　次に，日程第２　議案第１８号「大崎市公民館運営審議会委員の委嘱について」を議

題といたします。

　中央公民館長説明願います。

中央公民館長 　ご説明申し上げます。

　　　（資料に基づき説明）

　よろしくお願いします。

委 員 長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

委 員 長 　次に，「大崎市障害児就学指導審議会委員及び専門委員の委嘱について」学校教育課

長から報告願います。

学校教育課長 　ご説明申し上げます。

　　　（資料に基づき説明）

　よろしくお願いします。

委 員 長

委 員 長

高 橋 委 員 　第３条に単一又は複数の中学校区単位を基本としてとありますが，複数といった場合

かなり広範囲と考えられますが。

学校教育課長 　中学校区が複数となるとかなりの広範囲となり，実際は難しいと考えられます。単一

の中学校区単位を想定しております。

委 員 長 　質疑がなければ、ただいまの専決処分報告について承認します。

委 員 長

　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決定いたします。

　ご説明申し上げます。

　　　（資料に基づき説明）

　よろしくお願いします。

　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

　質疑がなければ、ただいまの専決処分報告について承認します。

委 員 長

委 員 長 　次に，日程第１　議案第１７号「大崎市社会教育委員の委嘱について」を議題といた

します。

　生涯学習課長説明願います。

学校教育課長

議　　事



委 員 長

　施行月日が６月１日からとなっていますが，今年度から適用するということでよろし

いですか。

学校教育課長

　次に，日程第５　議案第２１号「大崎市立幼稚園保育料等減免措置に関する規則の一

部を改正する規則について」を議題といたします。

　学校教育課長説明願います。

学校教育課長 　ご説明申し上げます。

　　　（資料に基づき説明）

　よろしくお願いします。

　ご説明申し上げます。

　　　（資料に基づき説明）

　よろしくお願いします。

委 員 長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

委 員 長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

委 員 長

　ご説明申し上げます。

　　　（資料に基づき説明）

　よろしくお願いします。

　他に質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決定いたしま
す。

委 員 長 　次に，日程第４　議案第２０号「大崎市図書館協議会委員の委嘱について」を議題と

いたします。

　図書館長説明願います。

図 書 館 長 　ご説明申し上げます。

　　　（資料に基づき説明）

　よろしくお願いします。

委 員 長

　そのとおりです。

　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

委 員 長

文 化 財 課 長

　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決定いたします。

委 員 長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決定いたします。

　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決定いたします。

　次に，日程第６　議案第２２号「大崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部

を改正する告示について」を議題といたします。

　学校教育課長説明願います。

戸 島 委 員

学校教育課長

報　　　告

委 員 長 　報告事項に入ります。「平成２６年度大崎市の教育の発行」について，報告願いま
す。



委 員 長

　上記記録の正確なることを認め，ここに署名する。

　教育総務課　総務担当　係長　角力山　淳

閉　　会 　この会議録の作成者は次のとおりである。

委 員 長

署 名 委 員

　ご説明申し上げます。

　　　（資料に基づき説明）

　よろしくお願いします。

　平成　　 　年　 　　月　　　 日

　質疑はありませんか。質疑がなければ，本報告については，了とします。

　以上で，本日の教育委員会定例会を終了いたします。

　昨年度と重点施策の項目の並べる順番が違いますが，何か考えがあってのことですか

委 員 長

教育総務課長 　４９ページの５つ教育基本方針に合わせて順番を並べ替えております。

委 員 長

澁 谷 委 員

教育総務課長

　ただいまの件につきまして，ご質問・ご意見ありませんか。


